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第３節 防災の基本方針 

この計画は、市域の防災に関し、国、府、市及びその他の公共機関等を通じて、必要な体制を確立し、責

任の所在を明確にするとともに、災害予防対策、災害応急対策、災害復旧対策及びその他必要な災害対策の

基本を定めることにより、総合的、計画的な防災行政の整備及び推進を図るものである。 

本市における防災に関する基本方針は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針 

災害から人命を守る防災対策の推進 

自助、共助、公助の役割分担による防災対策の推進 

減災の考え方に基づく防災対策の推進 

大規模広域災害を想定した防災対策の推進 

・災害発生直前の気象予警報等の情報伝達等の災害未然防止活動を行う 

・避難体制を整備し、災害から住民を守る 

・避難行動要支援者への支援体制を整備し、災害から要配慮者を守る 

・安全な避難環境を整備する 

・新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑制など感

染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する必要がある 

・防災拠点、緊急輸送道路を計画的に整備する 

・建築物の耐震化を推進し、地震に強いまちづくりを推進する 

・自立的な災害対応を強化する 

・広域災害に対応した自治体支援や被災者支援体制を整備する 

・自助（一人ひとりの取組み）・共助（地域や身近にいる人同士での取組み）を促進し、

地域の防災力を高める 

・公助（市や消防、警察等の行政機関の取組み）による防災対策を充実強化する 


